
 承認第３号 

 

   専決処分事項の承認を求めることについて 

 

 かすみがうら市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処分した

ので、同条第３項の規定により、これを議会に報告し、承認を求めるもの。 

 

   令和５年６月６日提出 

 

かすみがうら市長  宮 嶋  謙   

 

 

 

  

22



専 決 処 分 書 

 

 かすみがうら市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、特に

緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことから、別紙のとおり専

決処分する。 

 

 令和５年３月３１日 

 

かすみがうら市長  宮 嶋  謙   

 

 理 由 

  地方税法施行令の一部を改正する政令（令和５年政令第１３２号）が、令

和５年３月３１日に公布されたことに伴い、かすみがうら市国民健康保険税

条例の一部を改正する必要が生じたため。 
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 かすみがうら市国民健康保険税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

  令和５年３月３１日 

 

かすみがうら市長            

 

令和５年かすみがうら市条例第１７号 

 

   かすみがうら市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 かすみがうら市国民健康保険税条例（平成１７年かすみがうら市条例第１０

１号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条第３項ただし書中「２０万円」を「２２万円」に改める。 

 第２７条第１項中「２０万円」を「２２万円」に改め、同項第２号中「２８

万５，０００円」を「２９万円」に改め、同項第３号中「５２万円」を「５３

万５，０００円」に改める。 

 第２７条の２中「第２８条の２」を「第２８条の２第１項」に改める。 

 第２８条の２第２項中「その他の特例対象被保険者等であることの事実を証

明する書類」を「又は雇用保険受給資格通知（同令第１９条第３項に規定する

ものをいう。）」に改める。 

 附則第５項中「第２７条第１項」を「第２７条」に、「同項」を「同条第１

項」に改める。 

 附則第６項、第７項、第９項から第１２項まで、第１５条及び第１６項中

「第２７条第１項の」を「第２７条の」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 
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１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後のかすみがうら市国民健康保険税条例の規定は、令

和５年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和４年度分まで

の国民健康保険税については、なお従前の例による。 
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